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ご　　 挨　 　拶

児玉郡市防火安全協会

会 長　  田 島   英 治

児玉郡市広域消防本部

消防長    金 子　健 一

　 児玉郡市防火安全協会会員の皆様には、平素より消防行政の推進に格別のご支援、

ご協力を賜り厚く感謝を申し上げます。

　 昨年の災害状況を顧みますと、２月に大雪による甚大な被害、８月に広島市で

発生しました土砂災害、９月には長野県と岐阜県にまたがる御嶽山の水蒸気噴火、

また、９月当管内に震度５弱の地震が発生し、一部地域の住宅等の屋根の瓦が２７０棟以上損壊する大

きな被害となりました。

    近い将来、首都直下型・南海トラフ巨大地震の発生が予想される中、我々広域消防に寄せる期待は

非常に大きくなっているものと思われます。

　 児玉郡市広域消防本部、各消防団そして児玉郡市防火安全協会が更なる協力、連携体制を構築し、

地域住民の「安心・安全」の確保に努めて参りたいと思いますので、改めてご支援・ご協力をお願い

申し上げます。

    現在消防本部新庁舎が４月１日より新たな防災基地として、すべての機能が充実し運用を開始いた

します。

 　人材育成に取り組み、また火災予防、住宅用火災警報器の設置促進及び救急車の適正利用等の啓発

に努めて参ります。

　 結びにあたり、児玉郡市防火安全協会の益々のご発展と会員皆様方のご健勝、ご多幸をご祈念申し

上げまして、挨拶とさせていただきます。

　 会員の皆様には、平成２７年をお健やかにお迎えの事と存じます。本年は、希望と飛

躍の年と捉え邁進する児玉郡市防火安全協会としたいと考えております。   

　 昨年は２月の大雪、そして御嶽山の噴火等々自然災害が多くありました。幸いなことに児玉郡市においては、

こうした人的災害の心配は少ないところでありますが、災害は、いつどこで発生するかわかりません。一人一

人が災害への心構えは常に身に付けていたいものです。

　火災や災害には会員事業所におかれましても充分な注意を心掛け、安全安心に努めていただきたいと存じます。

　本年は消防本部も新庁舎が竣工になり、整備された体制で活動が始まります。    

　また、１０月には当協会は、創立６０周年の記念式典が挙行されることになり、着々と準備が進んでいます。 

　このように本年は、慶事が続く年となり誠に慶びにたえません。これも一重に会員相互のご協力と関係頂い

た方々の賜であり、一致団結のお陰であります。これからも地域の安全安心の増進に向けて行動を共にしてま

いりたいと存じます。        

　 結びに会員皆様の益々のご健勝とご多幸そして各事業所様のご繁栄を祈念いたしまして挨拶といたします。 
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第28回自衛消防隊屋内消火栓操法大会

防火管理講習

優　勝　沖電気工業㈱本庄工場Ｂチーム

準優勝　上里町役所

第３位　㈱日立ハイテクファインシステムズ

優　勝　美里町役場

準優勝　神川町役場

第３位　本庄市役所

防火管理講習

女子
の部

　平成26年７月23・24日及び平成27年２月
18・19日、甲種防火管理講習会を早稲田リサー
チパークコミュニケーションセンターにおいて
開催いたしました。
　なお平成27年度も２回開催予定です。開催日
等は、市町広報誌または消防本部ホームページ
に掲載されます。

防火安全協会が協賛した事業

男子
の部

成　績

　10月14日、本庄市児玉総合文化会館（セルディ）において、児玉郡市広域消防本部主催、児玉郡市防
火安全協会協賛による第28回自衛消防隊屋内消火栓操法大会が盛大に開催されました。参加チームは14
事業所から男子14チームと女子４チームが参加し、各事業所の代表として気迫あふれる活動を見せてく
れました。
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防火ポスター展

　 管内小学４・５・６年生を対象に、火災予防ポスターを
募集したところ、22の小学校が参加し、2873点の応募をい
ただき228点が入選されました。入選作品は、平成27年春
季全国火災予防運動に合わせ、｢ウニクス上里」様に展示さ
れました。

ポスター展での来客者の様子｡
（ウニクス上里）

ポスターコンクール金賞、特別賞
受賞のみなさん

　６月９日スクワール麹町において、平成26年度危
険物安全大会が開催され、消防庁長官表彰受賞の田島
会長(左)と全国危険物安全協会理事長表彰受賞の松本
副会長



春季全国火災予防ポスター
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火災・救急件数
【本庄市・美里町・神川町・上里町】

火災種別 建物 林野 車両 その他
　※1 合計 死傷

者数
平成26年 24 0 10 11 45 6
平成25年 35 3 8 16 62 7

※ 1　その他とは、建物、林野、車両火災以外の火災件数です。　

救急種別 急病 交通 一般
負傷

その他
　※2 合計 搬送

人員
平成26年 3,645 674 813 851 5,983 5,518
平成25年 3,469 728 733 823 5,753 5,350

※ 2　その他とは、火災、自然災害、水難、加害、自損、転院搬送等の件数です。

　平成27年４月１日より新消防本部庁舎の本運用が開始されます。
　新庁舎は、消防本部と中央消防署が同一庁舎で消防業務に当たり、より一層
消防行政に邁進してまいります。
　なお、新庁舎運用に伴い、４月１日から児玉郡市防火安全協会事務局も新庁
舎に移転いたします。

新庁舎　児玉郡市広域消防本部
　　　　367-0035　本庄市西富田９０４－３　
　　　　TEL ２４－０１１９     FAX ２４－８３９３
　　　　予防課　      ２４－８３９２
　　　　中央消防署　２４－８３９５

　住宅火災による死者の約７割が65歳以上の高齢者で、死亡
原因の約５割が逃げ遅れ。早い発見が大事。あなたやあなたの
家族を逃げ遅れから守る住宅用火災警報器の設置を！
　すべての住宅には、寝室のほか２階など上の階に寝室がある
場合は、その階の階段にも住宅用火災警報器の設置が義務付け
られています。

放火・放火の疑い
たき火
こんろ
　

主な出火原因

消 防 本 部 か ら の お 知 ら せ

　平成25年８月に京都府福知山市で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、一時的に一定の場所に大勢の
人が集まる催しで、対象火気器具等を使用する場合、消火器の準備と露店等の開設の届出を義務付ける火
災予防条例の改正を行いました。
（施行日：平成26年８月１日）

＜火災予防条例の一部改正が行われました｡ ＞



親 善 ゴ ル フ 大 会親 善 ゴ ル フ 大 会
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防火安全協会の行事

定例総会定例総会 　５月19日㈪、埼玉グランドホテル本庄において、平成26年度の定例総会を
開催し、会員70名出席で全議案とも原案どおり可決承認され、終了しました。

　 ９月11・12日の２日間、県外視察研修会を開催
しました。
　北区防災センターで地震体験、造幣局東京支局を
視察、千葉県安房小湊に宿泊、２日目には大山千枚
田の棚田を見学し、海ほたるでショッピング帰路に
向かいました。

　10月17日、美里ゴルフ倶楽部において、親善
ゴルフ大会が開催されました。
　総勢16名の参加で、ゴルフを通じ会員様の交
流を深めていただきました。

優　勝　　藤永茂雄　トーワパック㈱

準優勝　　鈴木隆幸　㈱鈴徳児玉営業所

３　位　　貫井紀之　埼玉国際ゴルフ倶楽部　

県 外 視 察 研 修 会県 外 視 察 研 修 会



平成2 7年賀詞交歓会平成2 7年賀詞交歓会
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消防行政への助成

消防用設備等の点検・報告

　２月６日㈮、五州園において、顧問の吉田本庄市長のご臨席を賜り、77名の参加で、平成27年賀詞交歓
会が開催されました。会員間の交流と親睦を深め、新しい年の始まりにふさわしいお祝いができました。

　11月28日㈮消防本部において、消防職員意見発表会が開催され精鋭職員10名が参加全員今後の消防本
部を背負って立つ期待できる内容でした。

消防職員意見発表会

田島会長挨拶顧問吉田管理者（本庄市長）の挨拶

　防火対象物の関係者（所有者・管理者・占有者）は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その
結果を消防長に報告することが義務づけられています。

●機器点検（６月ごと）
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。
⑴ 消防用設備等に附置される非常電源（自家発電設備に限る。）又は動力消防ポンプの正常な作動
⑵ 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
⑶ 消防用設備等の機能について、外観から又は容易な操作により判別できる事項

■消防用設備等（平成16年消防庁告示第９号）

●総合点検（１年ごと）
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、　当該
消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。

点検の
種別と期間

報告の期間
■消防用設備等（消防法施行規則第31条の６第３項）
　●特定防火対象物＝１年に１回（百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など）
　●非特定防火対象物＝３年に１回（工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など）



編 集 後 記

新 会 員 紹 介新 会 員 紹 介

会 員 募 集

武州製薬株式会社　美里工場　　美里町大字広木 950 番地
株式会社　ワイド・プリンター　上里町大字長浜 1026 番地１

　当協会では、会員相互の親睦を図るとともに、消防機関との連絡を密にして、消防関係法令に基づく防
火管理体制を確立し、災害を防止して各事業所の振興発展と社会公共の福祉の増進を目的としております。
　会員事業所の皆様で、主旨に賛同し、入会希望の事業所がございましたら、是非ともご紹介くださいま
すようお願いいたします。
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　平成27年度は、消防本部新庁舎の運用が開始され、また、当協会創立60周年にあたり、記念式
典を開催する予定で準備を進めて参ります。会員皆様にご協力をお願いいたします。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題字・田島英治会長

住宅用火災警報器設置対策広報住宅用火災警報器設置対策広報

　11月７日平成26年度埼玉県下

28消防本部（局）一斉住宅用火災

警報器設置対策広報を実施いたし

ました。

　パンフレット入ポケットティッ

シュと鉛筆を配布、設置を呼びか

けました。

児玉駅での広報本庄駅頭にて住宅用火災警報器設置啓発活動

住宅用火災警報器
設置はおすみですか？ 点検は実施してますか？

住宅用火災警報器は、大切な命と財産を火災から守ります。
※詳しくはこのチラシを開いてご覧ください！

埼玉県消防長会　予防危険物部会
住宅用火災警報器設置対策連絡会

当協会では、随時会員を募集しております。当協会では、随時会員を募集しております。


